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社団法人日本理学療法士協会

設立40周 年にあたって

社団法人日本理学療法士協会

会長 中屋 久長

本協 会 は昭和41年7月17日 に僅 かllO名 の会員 で設立 され ました。大 変な難産 の末 に誕生

した理学療法士 とい う新 しい職種 に対 して,今 後 の リハ ビ リテー シ ョン医療発展 の力 と して大

きな期 待 が寄せ られ ました。平 成17年8月 現在 の理 学療法 士免 許登録 者 は,46,114名 です。

因み に平成8年 に は17,295名 であ り,10年 間で2.7倍 の増加です。 昭和41年 第1回 国家試験

合格者 は183名,1万 人 を超 したのが,そ れか ら25年 後 の平成2年,そ の7年 後 に2万 人,そ

の4年 後 に3万 人,さ らに僅 か3年 後 に4万 人 に達 してい ます。 この経緯 か らす ると4万 人 に

な る まで40年,今 後 は4～5年 で4万 人 の新 しい理 学療法 士が誕 生す る ことにな ります。何

れ にして も急速 な増加 傾向です。

医療 技術 の発展,疾 病構造 の変化,国 民 の健康へ の関心及 び意 識の高揚,医 療 費の高騰 少

子 高齢化社会 の到来 等/社 会 の仕 組みや情勢 の変化が リハ ビリテー シ ョン医療 ・福祉 のニ ーズ

を高 め理学療法 士需 要を高 めた と考 えます。 関連 して大学や専 門学校 に応募す る学生の意識 の

変化,学 校 の経営 や財 政 ・経済 的戦 略を包含 しなが ら養成校 が急増 した ことが理学療 法士 の急

増 の要因で あると考 え ます。養成校 は現在186校,1学 年定員9,088名 で,大 学42校,短 期大

学2校,4年 制専 門学校61校,3年 制専 門学校80校,私 立学校 が学校 数で83%,一 ・学 年定員

で93%を 占めてい ます。本協会員 は,17年8月 現在38,498名,勤 務す る施 設数 は12,906施 設

です。 医療機 関に28,665名,74.5%,医 療福祉 中間施設 に3,313名,8.6%,福 祉施設 に1,038

名,2.7%,教 育 ・研 究施設 に1,493名,3.9%で あ り,特 筆 すべ きは理学療 法士養 成施設 勤務

者 が1,341名 と教 育 ・研究領域 の90%を 占めてい ることです。 行政機 関に は,368名,1.0%,

保健(健 康 産業 等)100名,0.3%,そ の他,7.9%で す。 さらに平均年齢 は31.9歳 で40歳 以下

が85%を 占め る大変若 い集 団です。 これか ら先 の40年 は全 く今 までの流 れ と異 な り厳 しい状

況 にな るか,ま たその状況下 に活路 を開 き自律性 のあ る専 門職 として位置付 くかは,国 の社会

保 障制度 の方 向性 と協会 の活動 や個 々 の理学療法 士の知識 ・技術,専 門性及び思想 と哲学 に委

ね られてい るとい って過 言で はない と思い ます。

国が進 めるヘル ス プロモ ーシ ョンも理学療法士 が最 も専 門 とす る領域 であ り,卒 前教 育,卒

後教 育に取 り入 れ,ヘ ルス プロフェッシ ョンとしての位置づ けを確立すべ きと考 えてい ます。
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祝 辞

厚生労働大臣

尾辻 秀久

社団法人日本理学療法士協会の設立40周 年にあたり,一 言お祝いの言葉を申し上げます。

はじめに,貴 協会におかれ ましては,設 立以来,会 員の皆様の御努力により年々発展を遂げ,

国民の健康の確保に大 きく貢献 してこられたことに心 より敬意を表 します。

今日,我 が国では,急 速な少子高齢化,国 民の生活や意識の変化等大きな環境変化の中にあり,

国民皆保険制度を堅持 しつつ,制 度を持続可能としてい くため,医 療制度の構造改革が課題と

なっております。

このため,厚 生労働省においては,患 者 と医療関係者の信頼関係の下,予 防か ら治療 までの

ニーズに応 じて,安全 ・安心で質の高い医療サービスが提供される患者本位の医療 の確立のため,

平成18年 に向け医療提供体制の改革の検討を進めてお り,去 る10月19日 には,厚 生労働省

として,国 民各層の幅広い議論に資するため,医 療制度構造改革試案を公表 したところであり

ます。

この改革では,医 療機能の分化 ・連携を推進 し,急 性期から回復期を経て在宅療養への切れ

目のない医療の流れをつ くり,患 者の方々がで きる限 り早 く,住 みなれた地域での日常生活に

復帰できるようにすることにより,患 者 ・国民の生活の質の向上させることを柱の一つとして

おります。

こうした中で,リ ハビリテーションを適切に行 うことは重要なポイン トであり,理 学療法士

の担 うべ き役割やこれに対する国民の期待はますます大 きくなってい くものと思われます。

理学療法士の皆様におかれ ましては,こ れ まで培ってこられた信頼を基礎として,今 後 とも
一一層の研鐙を積 まれ,国 民の保健衛生の向上に寄与 していかれることを期待 してお ります。

最後に,貴 協会のます ますの御発展 と皆様の御活躍を祈念いたしまして,私 のお祝いの言葉

といたします。

(2)



祝 辞

厚生労働省医政局長

松谷 有希雄

社団法人 日本理学療法士協会が設立40周 年を迎 えられ ましたことに,心 からお祝い申し上げ

ます。

貴協会におかれましては,昭 和41年 の設立以来,長 年にわたり理学療法の普及発展,国 民の

保健衛生の向上に大きく貢献 してこられ ました。 これまでの関係者の皆様の並々ならぬ御尽力

に対 し,改 めて敬意を表します。

顧みますと,昭 和40年 に理学療法士及び作業療法士法が制定され,我 が国の理学療法の礎が

築かれ,そ の翌年 に貴協会が設立され ました。それ以来,貴 協会におかれては,理 学療法士の

学術技能の研鐙や人格の陶冶に資するための学会,研 修会,講 習会等の開催をはじめ,理 学療

法士養成機関と連携 した教育向上や調査研究等の各種事業を展開し,今 日の理学療法の地位を

確立 してこられました。我が国の理学療法の発展における貴協会の果たした役割 は多大なもの

であったと言えます。

近年,国 民の健康に対する意識が高まり,保 健医療サービスへの需要が多様化,高 度化する

中で,理 学療法の果たすべ き役割やこれに対する紺民の期待はますます大 きくなってきており

ます。

我が国の理学療法が今後とも国民の期待に応 えてい くためには,理 学療法に直接携わってお

られる皆様の常 日頃の自己研鎖が不可欠であ り,そ れ らを通 じて質の高い医療サービスが提供

されることを心 より御期待申し上げますとともに,理 学療法の一層の発展につながることを願

う次第であ ります。

終わ りに,貴 協会のます ますの御発展と皆様の御健勝 御活躍を心か ら祈念いたしまして,

私のお祝いの言葉といたします。

(3)



祝 辞

日本医師会

会長 植松 治雄

日本理学療法士協会が設立40周 年を迎えられ,こ こに記念誌を発刊されますことを心か らお

慶び申し上げます。

理学療法士及び作業療法士法が,昭 和40年 に制定されましたが,こ れを受けて,日 本理学療

法士協会が昭和41年 に設立 され,今 日まで,リ ハビリテーション医療の一一翼を担 って学術的

にも社会的活動においても多大な貢献をされて来 られ ました。このご貢献 ・ご尽力に対 しまし

て衷心より敬意を表 します。

理学療法士 と作業療法士 は,一 つの法律で規定されてお り,同 時に協会を立ち上げられ,ま

さに兄弟関係にあります。 これか らも,互 いに協力され,か つ,切 磋琢磨 されることを期待 し

てお ります。

法律では,理 学療法は,身 体 に障害のある者 に対 し,主 としてその基本的動作能力の回復を

図るため,治 療体操その他の運動を行わせ,及 び電気刺激,マ ッサージ,温 熱その他の物理的

手段を加 えること,と 定義 されていますが,ご 承知のように,我 が国は今,高 齢社会が進行中

であり,高 齢者等のお一人お一・人が自立 し,地 域社会に積極的に参加できるよう,地 域で支援

してい く体制を確固たるものにする必要があ ります。その中で中心的役割を担うのが皆様方で

あります。医療施設においてだけではな く,高 齢者の住み慣れた地域における日常生活におい

てもリハビリテーションが重要であることは,言 うまでもありません。

このように皆様方の職務に期待するところが大であ りますので,現 在,医 療制度改革が検討

されていますが,そ の結果 としてどのような体制になろうとも,こ れからも弛まない資質の向

上と研鐙を重ね られ,国 民の期待に応えていただ くよう,お 願いいたします。

おわ りに,日 本理学療法士協会のます ますのご発展を祈念いたしまして,お 祝いのご挨拶 と

いたします。

(4)



祝 醇

社団法人日本 リハビリテーション医学会

理事長 江藤 文夫

社団法人日本理学療法士協会な らびに社団法人日本作業療法士協会の設立40周 年を心 よりお

祝い申し上げます。

日本 リハビリテーション医学会は昭和38年 に設立されましたが,そ の同じ年にわが国最初の

理学療法士,作 業療法士の養成校が開校 され,理 学療法士,作 業療法士の養成を待って本格的

なリハビリテーション医療の提供が可能 にな りました。当時は,正 式の資格を持つ指導者がわ

が国にはいないために,在 日米国人や英国人 の中か ら有資格者を探 しだして教師になっていた

だき,英語による教育が行われ,ま さに蘭学事始的な状況にあったとうかがってお ります。以来,

わが国の医療ニーズに応 えて着実に発展 し,数 年後には年間1万 人近 くの有資格者を生み出す

までに至 りましたことは,両 協会の日ごろの努力の賜物であり,衷 心 より敬意を表するもので

あります。

わが国ではリハビリテーション医療の展開にあわせて理学療法士や作業療法士の養成が促進

されてきましたが,そ れぞれの職種誕生の背景には歴史的に固有の側面があり,そ れぞれ国際

的な活動と連動 して個別性が強調 されることは自然の成 り行 きと思われます。医学の進歩によ

り救命,延 命技術の飛躍的拡大をみた現代医療で,延 長された生命の年数に充実 した生活を付

加することが重要な医学的課題として認識 される中で,リ ハビリテーション医学が確立され,

その医療を担 う中核的専門職として両職種が急成長 したことも事実と思われ ます。わが国では

両者の資格制度が機を一にして制定 されたことは象徴的でもあります。医療技術の進歩と市場

の拡大に伴い医療職が専門分化することで,近 親の専門職ほど,差 を強調 して両者の敷居を高

くしがちでありますが,救 命だけでな く障害からの生活の救出を目指す リハビリテーション医

療の中核的専門職 として,こ れまで以上に両者が協調 して発展されることを願います。

近年,リ ハビリテーションに対する社会的認知度 は高 まってきましたが,一 方で医療や福祉

に対する公的支出を削減 し抑制 しようとす る政策があらわにな りつつある今 日,社 会的弱者の

生存権や個人の健康権への保障は不安にさらされようとしています。この社会経済情勢の中で

分化の促進された診療科や専門職が自らの集団の利益を主張して競うことは患者や障害者を益

するものではあ りません。 リハビリテーションの対象は肢体不自由などの身体障害,知 的障害,

精神障害などに分類されてきましたが,い ずれもその個人の生活活動が制限され,社 会参加が

制約され ることで総合 リハビリテーションの取 り組みを必要 とするものであ ります。日本 リハ

ビリテーション医学会はリハビリテーション科専門医の質の一層の向上に努めるとともに,臓

器別専門診療科の医師への リハビリテーション知識と技術の普及も視野において活動の展開を

図ることを心がけています。そのためには,理 学療法士,作 業療法士両協会の組織拡充,教 育

と研修,研 究活動の発展の成果にも大 きな期待を寄せ るものであり,こ れ まで以上に協力を惜

しまないものであります。われわれは協力 して課せ られた責任 と社会的要請の意義を十分 自覚

し,こ れに答える努力をしなければならないと考えます。

終わ りに,本 日一堂に会 された皆様のご健康を祈念いたしますとともに,今 後も一層 ご活躍

され,両 協会が ます ます発展され ます ことを期待 して祝辞 とさせていただきます。

(平成17年10月28日 記念式典祝辞 よ り)
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祝 辞

社団法人日本看護協会

会長 久常 節子

社団法人 日本理学療法士協会が設立40周 年を迎 えられるにあた り,心 からお祝いを申しあげ

ますとともに,専 門職能団体 として発展 してこられたこの40年 間の貴協会な らびに会員の皆

様の歩みに,と もに保健医療福祉を支える看護職能団体として,深 く敬意を表 します。

わが国は今,か つてどの先進諸国も経験 したことのない速 さで,超 高齢社会,少 産多死社会

に突入 しつつあ ります。かつての 「成長 」が基本的な価値であった時代とは,異 なる価値観に

基づいた社会のあ りよう,そ して保健医療福祉のあ りようへの転換を,い やおうなしに迫 られ

ています。

この時代にあって,「 リハビリテーション」の概念は,単 に身体的な機能の回復を目指すの

みならず,人 々の生活と人生の再構築を手助けするという,よ り深 く重い意義を持 って捉えな

おされつつあると認識してお ります。その根底にある価値観を,看護もまた,共有 してお ります。

病院 ・診療所で,訪 問看護 ステーションをべ一スに在宅の場で,あ るいはさまざまな介護保

健施設で,理 学療法士の皆様とわた くしたち看護者 とは,つ ねに保健 ・医療サービスを担うチ

ームのメンバーとしてご一緒に仕事をして きました。時代がわた くしたち保健医療専門職 に求

める大 きな課題への取組みにあたっては,関 係専門職種が互いに,そ れぞれの職種の医師とは

異なる専門性を尊重 しつつ連携 し,チ ーム医療の内実をより豊かなものにしてゆくことこそが

求められ ましょう。

平成6年,日 本看護協会は,貴 社団法人 日本理学療法士協会を始め,日 本医療社会事業協会,

日本作業療法士協会,日 本聴覚言語士協会など関係ll団 体とともに,「21世 紀のヒューマンサ
ービスを支 える専門職の会 」を誕生させました

。保健 ・医療 ・介護 ・福祉をめ ぐる状況が大き

く変動する時代にあって,こ の会は保健 ・医療専門職団体が集う貴重な場であ り,各 団体の情

報交換 と議論の場として,貴 協会を始め皆様のお力を借 りながら今後 とも息長 く大切にしてま

い りたいと考えています。

社団法人 日本理学療法士協会のます ますのご発展を祈念 して,お 祝いの言葉 とさせていただ

きます。
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祝 辞

社団法人日本作業療法士協会

会長 杉原 素子

日本理学療法士協会創立40周 年を心からお祝い申し上げます。

日本理学療法士協会の今 日のご発展の姿には目を見張 るものがあり,ま ことに感嘆いたして

お ります。日本に理学療法士が誕生 して以来40年 にな りますが,今 日のわが国における理学療

法士の立場は他のリハビリテーション専門職を牽引する役割を担 うまでに大 きくなられ ました。

この目覚 しい発展には,理 学療法士お一人おひとりのご努力はもちろんのことではありますが,

歴代の日本理学療法士協会会長のご尽力 と,そ れ ら会長を直接支えて こられた協会役員の方々

の弛まぬご努力があったことと拝察いたします。

思い返せば今から42年 前,東 京都清瀬市に国立東京病院付属 リハビリテーション学院が設立

され,こ の地でわが国の理学療法士及び作業療法士の養成が厚生省管轄において開始され まし

た。「清瀬」という地名は日本の理学療法士と作業療法士にとっては理学療法 ・作業療法のメッ

カとして長い間私どもの問で共有されて きました。昭和38年 にこの学院が設立された時は,未

だ理学療法(士)と 作業療法(士)の 日本語は正式に誕生 しておらず,英 語のphysicaltherapy

およびoccupationaltherapyのPTとOTが 使われ,昭和40年 の 「理学療法士及び作業療法士法」

の成立を待って日本名が明示されたと伝えられています。以来,理学療法(士)と 作業療法(士)

とい う名称は臨床や養成教育の場で並んで語 られ,社 会の需要 に応 じて各々配置され,現 在に

至っております。ただ40年 の年月は,「清瀬」の名で親 しまれたこのリハビリテーション学院

を理学療法士 ・作業療法士養成の役割を終 えたものとして,他 の国立の学院とともに,漸 次閉

校に至 らしめました。 しかし理学療法士と作業療法士のメッカであるこの地名を風化させ るこ

とな く,共 に語 り継ぎ,私 たち職種の記憶に留めさせたいと願っております。

理学療法士及び作業療法士を取 り巻 く状況は著しく移 り変わ りました。そして今後も社会の

要請に応 じて変化し続けることと思われ ます。制度や体制が変化するたびに,こ れまでの既得

権を守 らねばならないことも多々あるとは思いますが,現 在の理学療法士の力は,む しろ新た

な制度や体制の定着を推進できるほどに大 きな存在になっていると確信 してお ります。日本理

学療法士協会が,こ れからもますます堅固な組織として成長を続 け,わ が国の医療サービスの

質に積極的に貢献されることを祈念し,祝 辞といたします。
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祝 辞

日本義肢装具士協会

会長 栗山 明彦

社 団法人 日本理学療法士協会が設立40周 年を迎 えられ ますことを心よりお祝い申し上げま

す。

昭和41年 に国家試験制度の開始と同時に協会設立とな り,こ れ まで着実に発展 され ましたの

は,す ばらしい指導者の下,会 員の皆様方が一致団結 し適進 してこられた結果だとご推察いた

します。 また医療 福祉の発展にも理学療法を通 し貴協会の活動が大 きな役割を果たしてこら

れました。今後,高 齢化社会を向かえ,ま す ます皆様の活躍が期待され ますことは,さ まざま

な分野で活躍 されている理学療法士の方々の姿や会員の増加をみても明白であ ります。 これ ら

はすでに理学療法学(士)と いう認識が社会に十分定着 していることの表れでもあると思われ

ます。

日本義肢装具士協会は設立12年 目というまだ若い団体であ り,昭 和63年 から義肢装具士の

国家試験制度が開始され,そ の5年 後に日本義肢装具士協会が設立され ました。義肢装具その

ものは古 くから用い られていますが,義 肢装具士の資格制度が確立するまでに長い年月が費や

され,日 本義肢装具士協会の設立も遅れ ることとな りました。資格制度が開始 され,ほ っとす

る間もな く,医 療の高度化,義 肢装具の発展 と高機能化など,そ れ らに対応すべ く10数 年間

を費や してきましたが,ど れほど達成できたのか,ま た今後の方向性を含め,更 なる展開をし

ていかなければな りません。

貴協会の設立40年 という史実における運営や体制など,わ れわれの協会にとり誠に見習 うこ

とばか りであ り,さ まざまな場面で協会運営の見本とさせて頂いてお ります。 また臨床の場に

おいて も,コ メディカルスタッフの一員 としてより一層チームワークを保ち,学 術や研修,研

究においてもお互いの知識や技術の交流を深めていきたいと考えております。

義肢装具士協会としましても今後益/患 者 さんや障害者の方々のため,努 力 してい く所存で

はありますが,上 記を含め今後 とも貴協会のご理解とご協力を賜 りますようお願い申し上げま

す。また貴協会の更なるご発展をされ ます ことをご祈念 し,お 祝いのご挨拶 とさせていただき

ます。
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祝 辞

日本言語聴覚士協会

会長 深浦 順一

この度,社 団法人日本理学療法士協会におかれましては,発 足以来40年 という記念すべ き年

をお迎 えにな りましたことを,日 本言語聴覚士協会を代表いたしまして心 よりお喜び申し上げ

ます。

日本理学療法士協会は昭和41年 の第1回 国家試験で誕生した理学療法士110名 の参加で同

年7月17日 に設立されたとお聞きしてお ります。昭和46年 には社団法人とな られ,現 在では

会員 も3万 数千名 という会へと大 きく躍進されておられます。その活動 も各都道府県を基盤 と

した地域での活動から,世 界理学療法連盟での活動や諸外国との国際交流などの活動 までと幅

広いものであ り,常 日頃より敬服いたしているところであ ります。このように貴協会が発展 さ

れ ましたのは,リ ハビリテーション医療の普及,介 護保険制度創設などにより理学療法の必要

性が急速に増 したことによると思います。それ と同時に,多 くの先達のお力があったことを40

周年記念式典で感 じさせていただきました。

私 ども日本言語聴覚士協会は,平 成ll年 の第1回 国家試験で最初 の言語聴覚士が生 まれた

のを契機に平成12年1月 に発足いたしました。理学療法士,作 業療法士 と同時期に国家資格

化が検討 され ましたが,実 現す るまでに30年 以上の時間を要 しました。協会発足か らまだ6

年 と短 くはありますが,皆 様方のご支援のお陰で約6,000名 の会員を有する団体 となることが

できました。生涯学習 システムの構築,学 術誌 「言語聴覚研究」 の発行,日 本言語聴覚学会の

創設,個 人損害賠償責任保険制度の創設 と活動も急速に拡大して参 りました。また,公 益法人

化に向けた取 り組みも始めたところであります。

これ らの活動と同時に,私 どもは非常に重要な活動と位置づけてお りますものに3協 会共同

の活動があります。 「介護保険フォーラム」,「回復期 リハビリテーション研修会」,「早期在宅 リ

ハビリテーション研修会」などの公益事業を3協 会合同で行 っていることは非常に意味あるこ

とであろうと思ってお ります。わが国の様々な分野で起 こっている大 きな改革の中,対 象者の

方々に提供する専門的サービスを充実 させてい くために,今 後 もさらに協力関係を深めさせて

いただきたいと考えておりますので,よ ろしくお願い申し上げます。

最後 にな りましたが,社 団法人 日本理学療法士協会がますます発展されます ことを祈念 し,

お祝いのことばとさせていただきます。本当におめでとうございます。
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 On behalf of the World Confederation for Physical Therapy I send most sincere congratulations 

on the 40th anniversary of the JPTA. This anniversary is a major milestone in the association's 

history and is acknowledgement of the maturity of the profession in Japan. 

 WCPT was founded in September  1951 by  11 national physical therapy associations. In 2005 it 

has a membership of 92 organisations representing over 250,000 physical therapists. Throughout 

its history WCPT has been committed to improving the health of people by supporting the sharing 

of information among member organisations and encouraging high standards of physical therapy 

education, practice and research around the world. JPTA joined WCPT in this mission when it 

became a Member Organisation in 1970. 

 JPTA is a highly respected and valued member of the Confederation. JPTA has grown 

significantly since it joined WCPT and it is now the fastest growing and fourth largest Member 

Organisation of WCPT. In the same period the development of the profession in Japan has also 

been remarkable with an increase in the number of universities offering Master and PhD degrees 

and a rise in the level and standard of internationally recognised research. 

 In 1999 JPTA hosted a very successful WCPT Congress in Yokohama. For many years JPTA has 

played an active role in international affairs and in the work of WCPT including the membership 

of Mr. T Morinaga, and Dr. Isao Nara on WCPT's Executive Committee. The congress in 1999 

further demonstrated your international commitment to the world of physical therapy. Participants 

at that congress will never forget the hospitality and generosity shown while they were in Japan. 

That event also raised interest in WCPT among JPTA members and as a result there were more 

delegates registered from Japan for WCPT's 2003 congress in Barcelona Spain than from any 

other Member Organisation. 

 WCPT sincerely appreciates the support JPTA has shown WCPT over the years. We send warm 

wishes and greetings on this special anniversary to be celebrated in Tokyo on 28th October 2005. 

We look forward to many more years of partnership between WCPT and the JPTA. 

 Yours sincerely

    2t4w.-

Sandra Mercer Moore 

         President
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 I congratulate the Japanese Physical Therapy Association and am pleased to send you best 

wishes for your 40th anniversary and celebrations in October. You can take pride in the fact that 

you have achieved so much as a profession in the past forty years. In 1963 when your first School 

of Physiotherapy opened there were already several countries where physiotherapy had been a 

recognised health profession for 50 or more years. However since the 1960' s physiotherapy has 

developed rapidly in Japan and you can be proud of your current ratio of physiotherapists per 

head of population. As well, your research outputs are making a significant contribution to the 

international physiotherapy literature.

 As an association, the JPTA has been instrumental in moving the profession forward and in 

setting ethics and best practice guidelines. The fact that you can boast a membership of 80% 

of physiotherapists is an excellent statistic and is testimony to the strength of the JPTA and the 

advantages that your Association provides for your 37,000 members.

 Now that the physiotherapy culture is well established in Japan it is important to explore 

new avenues to keep the culture enriched. One of these ways is to develop more international 

collaborations. We in the Asia Pacific Region of the WCPT are surrounded by a host of countries 

full of different peoples, rich in their own traditions, cultures and ways of life, yet sharing the same 

problems including back pain, stroke and lung disease. One of the challenges for our member 

organisations is to develop ways to share our physiotherapy resources, research projects and 

outputs and strive to make a difference to the physical well-being of all our Asia Western Pacific 

peoples.

Again. best wishes for the 40th celebration of your Association.

it,fe-g),„
                   Chairman 

WCPT Asia Western Pacific Region
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社団法人日本理学療法士協会 ・社団法人日本作業療法士協会

設立40周 年記念式奥にご出席 くださった関係団休

社団法人日本医師会

社団法人日本整形外科学会

社団法人日本リハビリテーション医学会

社団法人日本看護協会

社団法人日本視能訓練士協会

社団法人日本歯科技工士会

社団法人日本臨床衛生検査技師会

社団法人日本介護福祉士会

社団法人日本精神保健福祉士協会

社団法人日本精神神経学会

社団法人全国老人保健施設協会

社団法人日本医療社会事業協会

社団法人日本精神科看護技術協会

財団法人全国精神障害者家族会連合会

財団法人テクノエイド協会

財団法人国際医療技術交流財団

財団法人日本訪問看護振興財団

独立行政法人高齢 ・障害者雇用支援機構

日本運動器リハビリテーション学会

日本言語聴覚士協会

日本障害者協議会
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厚生労働大臣表彰を受けた日本理学療法士協会員

　繍1欝
一冨ぐ継 ∵1∵ 這

灘蓑懸 懸 灘

平 成17年 度 表 彰

宮本 重範(北 海道)田 口 順子(東 京都)

伊藤日出男(青 森県)瀧 野 勝昭(東 京都)

佐藤 幹城(岩 手県)柳 澤 健(東 京都)

工藤 俊輔(秋 田県)君 嶋 武司(神 奈川県)

藤沢 しげ子(栃 木県)岡 西 哲夫(愛 知県)

丸山 仁司(栃 木県)稲 本 武(三 重県)

黒川 幸雄(新 潟県)森 永 敏博(京 都府)

居村 茂幸(茨 城県)上 田 陽之(大 阪府)

溝呂木 忠(埼 玉県)藤 林 英樹(兵 庫県)

平 成7年 度 表 彰(厚 生 大 臣)

福田 修(北 海道)山 北 雅一(東 京都)

竹村 和(福 島県)大 内 二男(神 奈川県)

谷岡 淳(栃 木県)松 澤 博(神 奈川県)

遠藤 文雄(群 馬県)村 井 貞夫(神 奈川県)

横山 隆幸(埼 玉県)谷 島 朝生(神 奈川県)

菊地 延子(東 京都)今 井 章夫(石 川県)

篠原 英二(東 京都)野 々垣嘉男(愛 知県)

星 虎雄(東 京都)旭 輝雄(大 阪府)

細田 多穂(東 京都)紀 伊 克昌(大 阪府)

高橋 輝雄(東 京都)砂 川 勇(滋 賀県)
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議洗馨、懇

稲垣 稔(兵 庫県)

古賀 友彌(兵 庫県)

奥村 建明(徳 島県)

中山 彰一(福 岡県)

半田 一登(福 岡県)

橋元 隆(福 岡県)

大峰 三郎(福 岡県)

高橋清0郎(福 岡県)

大原 泰基(大 分県)

木下 賢治(和 歌山県)

馬場 久夫(広 島県)

奈良 勲(広 島県)

松本 隆之(香 川県)

中屋 久長(高 知県)

下畑 博正(福 岡県)

(敬称略)



誤立40周 年記念式典 記念講演

Zれ からのわが国の理学療法士および作業療法士

東北大学

名誉教授 中村 隆一

はじめに

わが国の理学療法士および作業療法士は,こ れからどのような道を歩むので しょうか。この

問いに直ちに答えることは,お そらく誰 にもできないことです。はじめに,理 学療法士及び作

業療法士法の制定に至るまでの経緯,そ の後の変遷を振 り返 り,そ の過程 に影響を及ぼした諸

要因を分析します。っついて,現 在の理学療法士と作業療法士を取 り巻 く諸条件を掲 げ,ど の

ように対処すべ きかを示唆できればと思っています。

理学療法士および作業療法士法

わが国の理学療法士と作業療法士は,昭 和40年(1965)6月 に制定 された理学療法士及び作

業療法士法で定義されています。理学療法士は医師の指示の下に理学療法を行うことを業 とす

る者であり,作業療法士は医師の指示の下に作業療法を行 うことを業 とする者です。そして 「理

学療法は,身 体 に障害のある者に対 し,主 としてその基本的動作能力の回復を図るため,治 療

体操その他の運動を行わせ,及 び電気刺激,マ ッサージ,温熱その他の物理的手段を加 えること」,

「作業療法は,身 体又は精神に障害のある者に対 し,主 としてその応用的動作能力又 は社会的適

応能力の回復を図るため,手 芸,工 作その他の作業を行わせること」 とされています。昭和40

年(1965)10月 に厚生事務次官から各都道府県知事宛に出された 「理学療法士及び作業療法士

法の施行について」 という通知があります。そこでは 「本法制定の趣 旨は,近 年身体又は精神

に障害のある者を社会生活に復帰させ るために行なわれ る医学的 リハビリテーションが目覚 ま

しい発達をとげたにもかかわらず,こ れに関与する専門技術者 の資格制度が従来わが国にはな

く,こ のことがわが国における医学的 リハビリテーションの本格的な普及発達を阻害す る要因

ともなっていたことにかんがみ,そ の専門技術者 として理学療法士及び作業療法士の資格を定

めてその資質の向上を図るとともにその業務が適正に運用 されるように規律 し,も って医療の

普及向上に寄与 させることに存するものであること」 と記 されてい ます。わが国の理学療法士

と作業療法士は,医 学的 リハビリテーションの専門技術者として位置づけられたのです。

世界各国の障害者施策は,障 害 にかかわ る専門職 と障害者団体 との国際的関係 によって大 き

な影響を受けてきました。Groce(1992)は,リ ハビリテーションは実際問題として,国 際的

関係の発明によるものであると論 じています。アメ リカの指導者たちが国内で展開した概念,

アプローチなどが諸外国へ と移 され,そ の逆の現象も起 きています。わが国では,医 学教育が

昭和22年(1947)に アメリカの制度を取 り入れるように改正 され,理 学療法士及び作業療法

士法制定のころには,第 二次世界大戦前や戦時中のような ドイツ医学の影響ではな く,ア メリ

カの影響が著 しくなっています。

リハビリテーション,理 学療法士,作 業療法士の誕生

現在,理 学療法 あ るい は作業療法 の一環 と して用 い られ てい る技術 には,マ ッサー ジ,温 熱
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や水浴 の利用,身 体 運動 の よ うに古代 ギ リシ ャや 中国 の人 び とが用 いて いた もの も数 多 く含

まれ てい ます。 しか し,現 代 に連 な る理学療 法 や作業 療法 の業務 に携 わ る人 び とが現 れ たの

は,第 一次世 界大 戦後 の こ とで す。 ア メ リカのAlbeeは,ド イ ツの整形 外科 が確 立 した原則

を取 り入 れて,再 建 病 院(reconstructionhospital)を 設立 し,理 学療法 医学(physicaltherapy

medicine)を ア メ リカ 国内 に紹 介 して い ます(0'Brien2001)。 わ が 国で は,1920年 代 に ド

イ ツ留学 か ら帰 国 した高木憲 次 が肢体不 自由児療育 の理 念 を提 唱 して,医 学 的治 療 と教 育 と

職 業 訓練 との結合 を主張 してい ます。精 神 科領域 で は,1916年 に呉 秀三 が作 業療 法(Besha

ftigungsthrapie)を 紹介 してい ますが,秋 元(1975)は これ を入 院治療体系 に位置 づけてい ます。

20世 紀前半,ア メ リカで リハ ビ リテー シ ョンを語 ったのは,身 体 障害者 の職業訓練 などに従

事 した人 びと,そ れ に政府機 関の関係者や一部 の作 業療法士 です。職 業 リハ ビ リテー シ ョン法

は1920年 に制定 され てい ました。 その後,障 害者 が職業 訓練 を受 ける前 に,そ の者 のケ アに

関係 した療法士 やケー スワーカーな どが リハ ビ リテ ーシ ョンに医学的側面 を含 む ように概念 を

拡 大 して,そ れ を医学 的 リハ ビ リテ ーシ ョンと呼ぶ ようにな ります(Lichtl968)。 しか し,医

師た ちは医学 モデル に基づ いて,専 ら疾病 や外傷 の治癒 に関心 を抱 き,障 害へ の対 応 はあ まり

試みてい ません。

Gritzeretal.(1985)は,ア メ リカの リハ ビ リテ ー シ ョン医学 の起 源 をさかの ぼ り,そ れ を

3期 に分 けて い ます。 第1期 は19世 紀末,電 気療 法(electrotherapy)の 医師 が急 性疾患 の治

療 に電気機器 を利 用す る専 門家 として集 団を形 成 します。第2期 は第一次世界大 戦か ら第二次

世 界 大戦 開始 まで の期 間で あ り,理 学療 法(physicaltherapy)が 制 度化 され ます。 この間 に

医師 は,は じめ 自分達 を電気療 法士(electrotherapist)と 呼 んだの ですが,そ れ を理学療 法士

(physiotherapist)と 代 え,さ らに理 学療法 医(physicaltherapyphysician)に 変更 してい ます。

第3期 は1940年 代 であ り,1947年 に物理療法 医(physiatrist)と して専 門医制度 も発足 し,そ

の後 に物理 医学 と リハ ビ リテー シ ョン(physicalmedicineandrehabilitation)へ と発展 します。

他方,現 代 の理学療 法や作業療法 の起 源 は,第 一次 世界大戦 中のア メ リカ軍 隊の病 院で利用

され た再建助手(reconstructionaide)に あ ります(Keith1991)。 この時期,戦 傷者 が受 けた社

会復 帰へ 向 けたケア は,post-careあ るい はaftercareと 呼 ばれて い ま した。理 学療法 士 は,理

学療 法技 師(physiotberapytechnician)と して 出発 し ます。 そ の後,理 学療法 士 は,マ ッサ ー

ジや徒手療法 を行 う者 あ るい は理 学療法 医 と自分た ちとを峻別 しな けれ ばな らなか ったのです。

作業療法 も軍 隊で用い られて いた治療法 か ら発展 して,作 業療 法士 は,1920年 代初期 に誕生 し

ます。 しか し,作 業療法 が受入れ られたの は精神病 院や結核サ ナ トリウムであ り,物 理 医学へ

の取 り込 み は1930年 代 になってか らです。 こ うして,理 学療 法士 は移動 の能 力低下 を,作 業

療法 士 は上肢 の能力低 下を治療 す るとい う機能 分化 も生 じます。 その後,第 二次世界 大戦中 に

理学療 法士数 の不足 か ら,体 育教 師が精 神障害者 に運動療法 を行 うた め,動 員 され ます。体育

教 師 は矯 正療 法士(correctivetherapist)と な り,退 役軍人病院 において体育 と理 学療法 に従事

します。理学療法 が矯 正療 法 の民 間部 門へ の拡大 を防止す るのには,理 学療法士 はかな りの苦

労 を したのです。作業療法 もレク リエー ション療法(recreationaltherapy)と の相違 を明 らか に

しな けれ ばな りませんで した。物理 医学 と整形外科 との問で も,ど ち らが リハ ビリテー シ ョン

の主導権 をとるかの争 いがあ りました(Keithl991;0'Brien2001)。 専門職 が出現 し,さ らに専

門分化 す ることは,科 学 的進歩 の必然 的な帰結 ですが,同 時 に正統性 の承認 を求 め,排 他 的 に

なる過程 には,多 くの闘争 があったのです。 その後 に,新 たな協 力関係 が形成 され ます。

第=次 世界大戦と匡学的リハビリテーションの展開

第二次世界大戦 中,Ruskは 陸軍航空隊 の回復期 プログラムを担 当 し,傷 ついた兵士が体力 に

見合 った新 たな技能 を獲得す るよ うに,コ ンデ ィショニ ング と呼んだ訓練 を推 奨 します。この頃,
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使 用 された術 語 はreconstruction(再 建,復 興),reconditioning(回 復),reeducation(再 教 育),

convalescentcare(回 復 期 ケア),そ れ にrehabilitation(リ ハ ビ リテー シ ョン)で した。戦後 に

な って,こ れ らが リハ ビ リテ ーシ ョンに統一 され ます。 リハ ビリテーシ ョン医学 とい う術語 は,

1950年 代前 半に現 れ,1960年 代後半 にな って急速 に広 まります(Lichtl968)。

第二次世 界大 戦後,RuskやKessler,行 政官 のSwitzerな どが戦 時中の経験 に基 づ いて,リ

ハ ビ リテ ー シ ョン運動 を推 進 します。 当時 の リハ ビ リテー シ ョンの考 え方 は,科 学 と医学 と

社 会科学 が民 主化 を推進 す るとい う意見 に基 づいて い ます。 医師 は,患 者 の 自我形成 が患者 自

身 の身体 的 ・精神 的欠 陥を代償 す るのに役立 っ と想定 したのです(0'Brien2001)。Ruskた ち

は,0般 病 院 とは別 に リハ ビ リテー シ ョンセ ンター構想 を立 てて,多 くの専 門職 によって構 成

され る学際 的チー ムに よるチーム ・アプ ローチ,日 常生 活活動 な どの機能 評価,ケ ース会 議,

さらに包括 的ケア の重要性 を説 いて い ます。 リハ ビ リテー ションの任務 は,障 害者 が自分 の諸

問題 に対 して,潜 在 能力 を最大 限 に発揮 して対処 す るのを支援 す る ことで した。 これ は全人 理

論(wholemantheory)と して知 られ てい ます が,そ の背後 に ある理論 構成 は,当 時 のアメ リ

カで流行 していた精神分析,心 身 医学,ゲ シュタル ト心理学,文 化人類学 や社 会学 で した。精

神 分析や心 身医学 に従 い,障 害者 のパ ーソナ リテ ィは未 熟であ ると して,医 師 はパーソナ リテ

ィの強化 に努 めたのです(Goldbergeretal.1946)。 パー ソナ リテ ィは,傷 つ いた身体部 分で は

な く,心 身全体 を支配 してい るか らです。 身体 的喪失 よ りも,そ れ に代償 で きるパーソナ リテ

ィを形成す るため の知 的手段 を重視 したのです。 こ うして,リ ハ ビ リテー シ ョン運動 は障害者

の施設収 容 に対 抗 し,1940-50年 代 の アメ リカにお け る民主化 運動 や平等主 義 に協 力 します。

同時 に,リ ハ ビ リテ ーシ ョン医学 は物理 医学 や整形外科 を超 えて進 み,疾 病 あ るいは機能 障害

の治療 に集 中す るので はな く,全 人(wholeperson)を 治療 しよ うと した のです。 リハ ビ リテ

ー シ ョン運動 は,解 剖学 的完全 性の概念 を放 棄 して,身 体 の機能 的概念 を選択 しました。 これ

は伝統 的な医学モデル の枠組 みを逸脱す る立場で あ りますが,「 癒す」 ことを強調す ることで,

辛 う じて 医学 の縁 に とどまることがで きたのです(0'Brien2001)。 しか し,リ ハ ビ リテー シ ョ

ンセ ンターは一般病 院とは区別 されてい ま した。1970年 には,リ ハ ビリテー ション運動 は終焉

を迎 えて,リ ハ ビ リテー シ ョンの草創期 も終 りを告 げ ます(Rusalemetal.1976)。 雇用 を求 め

た障害者達 の関心 は,医 療 で はな く,法 律 や社 会制度へ移 ります。 自立 生活運動 な ど,障 害者

運動が拡大 します。

わが国におけるリハビリテーションセンターの始まり

わが 国におけ る,現 代 に連 な る リハ ビリテー シ ョンは,第 二次世界大戦前 の傷疲軍人援 護 か

ら出発 して い ます。戦後 にな り,昭 和24年(1949)に 国立身体 障害者更 生指 導所 が設置 され

てい ます。更 生指導所 とい う名称 は,高 木 憲次が身体 障害者 に対す る社 会復 帰 を図 るため の訓

練指導 を更生指 導 と呼んだ こ とに由来 して い ます。 その後,昭 和41年(1966)に 身体 障害者

福祉審議会 が国立身体 障害者 リハ ビリテ.._一.ションセ ンター の設置 を答 申し ます。 そ こで は 「各

種 リハ ビ リテー シ ョン施設 のモデル と して身体障害者 の医療 か ら職業 訓練 まで を同一施 設 内に

お いて,一 一貫 して実施す る国立施設 を設 けるべ きであ る… 医学 的,社 会的,職 業 的 リハ ビ リテ

ーシ ョンや評価 の部 門を整備 す ると ともに,補 装具 を含 め リハ ビリテー シ ョン技術全般 にわ た

る研究,開 発 部門 と リハ ビ リテ ーシ ョン事 業 に従事す る技 術者 の養成部 門 につ いて も今 後 国が

積極 的に推 進すべ く,こ れ らすべて の機能 を総合的 に結合 した大規模 の国立 リハ ビ リテ ーシ ョ

ンセ ンターとす る ことが適 当であ る」 と提言 されてい ます(苅 安 ・他1984)。 そ して昭和54年

(1979)に 国立 身体 障害者 リハ ビリテ ー シ ョンセ ンターが設 立 され ます。 この答 申の検 討段 階

で は,ヘ ル スケア専 門職 の制度化 は,ま だ進 んでいなか ったのです。
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理学療法士及び作業療法士法成立の前後

理学療法士と作業療法士の養成訓練については,1943年 にアメ リカのBaruch委 員会が国際

的な提案を行ってい ます(小 島1978)。1951年 には世界理学療法士連盟が,1952年 には世界

作業療法士連盟が設立 され,第 二次世界大戦後に世界的規模でこれ らの専門職種の必要性が叫

ばれ ます。

わが国では,昭 和35年(1960)に 厚生省が医学的 リハ ビリテーションの重要性を説 き,翌

年には リハビリテーションの専門技術者養成の必要性を掲げています。昭和38年(1963),医

療制度調査会が厚生大臣に 「医療制度全般についての改善の基本方策に関す る答申」 を提 出

し,そ こで機能療法士,物 理療法士 または理学療法士,職 能訓練士 または職能療法士等につい

て,教 育,業 務内容の確立など,そ の制度化の必要性に触れています。それが昭和40年(1965)

の理学療法士及び作業療法士法の制定によって結実 します。

こうしてみると,リハビリテーションセンターであれ,理学療法士あるいは作業療法士であれ,

わが国はアメリカで完成 していたシステムや制度を導入 したように思 えます。個人的体験です

が,昭 和37年(1962),整 肢療護園(現:心 身障害児医療療育センター)で は,複 数の専門職

によるチームアプローチが実施されていましたが,リ ハビリテーションの理念や基底にあった

諸学問および技術論は理解されていませんでした。

その後,リ ハビリテーションセンターやそれに類似 した施設が都道府県に設立され,理 学療

法士や作業療法士も参加 した包括的リハビリテーションが開始され ます。 しか し,一 ・般の医療

機関への浸透は遅れ ます。

ヘルスケア ・システムの改革へ

過去50年 間,医 療 には劇 的な変化 が起 こってい ます(Haasl993)。 科学 技術 の進歩 は,多

くの新 しい治療法を開発 しました。今 では,か つ ては死 に至 ったよ うな感染症 をは じめ として,

多 くの疾病 を治癒 させ る ことがで き ます。他 方,慢 性疾患 あ るい は高齢 に よる生活機能 に問題

を有 す る人び とが増加 してい ます。Andersonetal.(1981)は,予 防 ・保健 一治療 一 リハ ビリ

テー シ ョン ・ケア とい うヘル スケアの3領 域 に携わ る専 門職 の分布 にふれ て,1970年 代 までは

大多数の者が治療 の領域 に属 していたのですが,1980年 代以降 は予防 ・保健お よび リハ ビ リテ

ー シ ョン ・ケアの領 域 に従事 す る専門職 が増加 し,治 療領域 の専 門職 は減少 す ると予言 してい

ます。

ア メ リカ で は,1973年 に健 康 維持 機 構法(HMOA)が 制定 され て い ます。 診 断別 疾病 分

類(DRGs)の 導入 に よ り,急 性 疾患 の患者 は,病 状が安定 すれ ば,直 ちに リハ ビ リテ ーシ ョ

ン施 設 に送 られ るようにな りました(Haas1993)。1980-87年 の間に,リ ハ ビ リテー シ ョン病

院や リハ ビリテー シ ョン部 門の数 は倍増 してい ます。急性期患者 のベ ッ ド数 は減 り,リ ハ ビ リ

テー シ ョンのベ ッ ド数 は著 し く増加 し病 院収入 も改善 して い ます。慢 性疾患や高齢 化 による障

害者 数の長期 的な増加 は明 らかです。 リハ ビ リテー シ ョンの新 たな活気 は,そ の価値 の認識 と

収益 の多 いことに依存 して いたのです。施設 の急増 によ り,理 学療 法,作 業療法,看 護の専 門

職 の不足 は著 し くな ります(Keith1991)。1990年 代 に は,managedcareの 導入 によ り,リ ハ

ビ リテ ー ションの患者 は,急 性 期 医療 か ら直接,理 学療 法や作業 療法 を備 えたskillednursing

facilityへ の移 され るよ うにな ります。Segedy(1996)は,managedcareplanで は,リ ハ ビ リ

テー ションの費用負担 は60日 分 が普通 で あると報告 してい ます。Diller(1990)は,こ の よう

な状況 について,リ ハ ビ リテ ーシ ョンのイデオ ロギ ー と最重要項 目であ ったチ ーム ・ア プロー

チ は,経 済 的制約 に直面 して衰 退 した と記 してい ます。1990年 代 中頃か らは,理 学療法士や作

業療法 士の数 と リハ ビ リテー シ ョンの帰 結 との関係 に疑 問が抱 かれ,チ ーム ・ア プローチの中

核 に据 えられて いた学 際的ア プローチに代 わ って,超 学 際的ア プローチ として,専 門職 に は各
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自の領域 の枠を踏み 出る ことが望 まれ るよ うにな ります(Manley2000)。 この ような急速 の変

遷 には,1970年 代か ら発展 した臨床疫学 や 医学判 断学 が1990年 代 にな って,科 学 的根 拠 に基

づ く医療(EBM)と して開花 した ことの影 響 で もあ ります。21世 紀 にな り,医 学的 リハ ビ リ

テー シ ョンは,己 が掲 げた理想 を実現 すべ く,そ れ を証 拠 によって示す こと,す なわ ち説明責

任 を迫 られ てい るのです。

わ が国において も,1980年 代以降,理 学診療科(現:リ ハ ビ リテー ション科)を 標榜す る医

師が増加 します。 リハ ビ リテー シ ョン病 院 も目立つ ようにな ります。平成4年(1992)に は,

病 院機能 を重視 した医療法 改正 が行 われ,療 養病床が制度化 され ます。その後,平 成12年(2000)

の診療 報酬改正 で回復 期 リハ ビリテー シ ョン病棟 が設 け られ,医 療保 険制度 の枠 内 にお ける リ

ハ ビ リテー ションの状況 は,外 見的 にはア メ リカの経過を後追い して いるように見 え ます。

介謹保険法一部改正の意昧するζと

平成7年(1995)に 制定された高齢社会対策基本法は,健 康および福祉にかかわる基本的施

策のひとつに,「国は,介 護を必要とする高齢者が自立 した日常生活を営むことができるように

するため,適 切な介護のサービスを受けることができる基盤の整備を推進す るよう必要な施策

を講ずるものとする」を掲げています。

昭和57年(1982)に は老人保健法が制定され,「 国民の老後における健康の保持と適切な医

療の確保を図るため,疾 病の予防,治 療,機 能訓練等の保健事業を総合的に実施 し,も って国

民保健の向上及び老人福祉の増進を図ること」が目的とされていたのです。医療等以外の保健

事業に,機 能訓練があります。対象者 は,40歳 以上の者であって疾病,負 傷などにより心身の

機能が低下 しているもののうち,心 身の機能の維持回復を図 り,日 常生活の自立を助けるため

の訓練を行 う必要のある者です。医師の判定を受けた上で,医 師,理 学療法士,作 業療法士,

保健師その他の者により,歩 行や上肢機能などの基本動作訓練,食 事や衣服の着脱などの日常

生活動作訓練,転 倒予防など介護を要す る状態になることの予防を目的とした訓練,手 工芸に

よる応用動作訓練 レクリエーション,ス ポーツを通 じた体力増強および交流の促進が行われ

るようになってい ます。老人保健法における機能訓練を行 う者 は,理 学療法士や作業療法士に

限定されていません。専門職の人数が少ないことかも知れませんが,こ こにはアメリカの理学

療法と矯正療法あるいは作業療法とレク リエーション療法 との関係を想起 させる状況があ りま

す。

他方,平 成12年(2000)に 施行された介護保険法には,居 宅サービスに訪問 リハビリテー

ションや通所 リハビリテーション,福 祉用具貸与 などの事業が掲 げられています。いずれも,

居宅要介議者 について,… その心身機能の維持回復を図 り,日 常生活の自立を助けるために行

われ る理学療法,作 業療法,そ の他,必 要な リハビリテーションのことをいうと定義 されてい

ます。 また,指 定訪問リハビリテーション事業所には,理 学療法士あるいは作業療法士を置か

なけれ ばな りません。通所 リハビリテーション施設は,介 護老入保健施設,病 院および診療所

です。 ここには,理 学療法士 と作業療法士の活動が期待 されている,大 きな領域があ ります。

平成17年(2005)6月,介 護保険法等の一部を改正する法律が成立しました。改正の趣旨は,

「…高齢者が尊厳を保持 し,そ の有する能力に応 じ自立 した日常生活を営むことができる杜会の

実現に資するため,予 防給付の給付内容の見直 し,… その他の措置を講ずる」 ことです。これ

までの 「要介護状態 となるおそれがある状態」 は 「要支援状態」 とな り,「身体上若 しくは精神

上の障害があるため,… 日常生活における基本的な動作の全部若 しくは一部について厚生労働

省令で定める期間にわた り継続 して常時介護を要する状態の軽減若 しくは悪化の防止に特に資

す る支援を要す ると見込まれ る状態…」 となりました。今回の改正は予防重視型 システムへの

転換であり,訪 問 リハビリテーションや通所 リハビリテーションの重要性が示唆されています。
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予防給付 は,要 支援 と要介護1の 者 に行われ ますが,該 当する人びとは,立 ち上がりが困難

歩行に苦痛を伴 う者が多 く,下 肢機能 の低下や閉じこもりなどによって,生 活機能が次第に低

下する,い わゆる廃用症候群あるいは生活不活発病を示 しています。これ らの人びとに対 して,

適正なサービス利用を促すことです(中 村2005)。 平成16年(2004)12月 に要介護認定者は

およそ405万 人,そ のうち要支援 と要介護1の 者が200万 人とされています。認知症,そ の他

の理由で予防対策の適応ではない人びとを除いて,予 防給付がなされることになります。 また,

マネージメン ト体制の見直 しにより,介 護予防マネージメン トはこれまでのケアマネージャー

から切 り離され,市 町村を責任主体 とする地域包括支援センターの職員が作成 します。新たな

サービスとして,筋 力向上や栄養改善などの実施が検討されています。理学療法士や作業療法

士の業務として,要 支援者の生活機能の維持 ・向上を図 り,同 時に社会参加を促進することが

期待 されています。予防重視型システムへの転換を支 える基礎的データは,1990年 代になって

から,公 衆衛生や老年医学の領域か ら多数の報告がなされています(辻2004)。 高齢者のコミ

ュニティ ・ケアの拡大を考 えれば,こ れら領域の研究に,常 に目を向けてお くことが必要です。

理学療法や作業療法 は,高 齢者の虚弱あるいは病弱 とされる健康状態を改善す るのに役立って

いるのです。 ここでは既存のリハビリテーションの枠組みを超えた領域が展開されようとして

います。厚生労働省老健局長(中 村2005)は,介 護保険制度のケア ・モデルは医療の中の長期

療養あるいは長期入院,ま た慢性期のケア ・モデルと重なると指摘 しています。慢性疾患モデ

ルでは,病 理の治癒 ・回復 はな く,進 行の予防 ・遅滞を目標にしています。これには伝統的な

医学モデルでは対応できません。そのため,1980年 代以降,世 界中で障害モデルの導入が図ら

れてい ます。 リハビリテーション技術 は,障 害のある人びとの健康増進,生 活の質の向上を図

る手段 として位置づけられます。

世界保健機関(1946)は 「疾病予防と健康増進」を憲章に掲げました。世界保健機関専門委

員会(1981)は 「障害予防とリハビリテーション」 と取 り組みました。最近,米 国疾病管理セ

ンター(CDC)のLollar(2001)は,「 障害者の健康問題に対 して,二 次障害の予防と健全 な

行動および健全な環境の促進」を呼びかけています。障害者および高齢者へ のヘルスケア対策

では,理 学療法と作業療法は医療や リハビリテーション ・ケアだけでな く,予 防 ・保健の分野

への参加 も要請され る時代になっているのです。

障害者施策の改革

平成16年(2004)6月,障 害者基本法の改正が行われ,障 害者の福祉 に関する基本的施策と

して,「国及び地方公共団体は,障 害者が生活機能を回復 し,取 得 し,又 は維持するために必要

な医療 の給付及び リハビリテーションの提供を行うよう必要な施策 を講 じなければな らない」

という条項が盛 り込 まれました。以前の条項は 「…障害者が生活機能を回復 し,又 は取得する

ために必要な医療の給付を行うよう必要な施策…」であ り,リ ハビリテーションという文言が

なかったのです。 しかし,状 況は変わ りました。

平成14年(2002)12月 には,障 害者基本計画が閣議決定され,平 成15年 度(2003)か ら

24年 度(2012)ま での10年 間に講ずべ き障害者施策の基本的方向が示されてい ます。 「21世

紀に我が国が目指すべ き社会は,障 害の有無 にかかわ らず,国 民誰もが相互に人格と個性を尊

重 し支 え合 う共生社会 とする必要がある…」 という考え方の下に,複 数の重点的に取 り組むべ

き課題が掲げられてい ます。分野別施策の基本的方向のうち,保健 ・医療では 「障害者に対 して,

適切な保健サービス,医 療,医 学的 リハビリテーション等を充実するとともに,障 害の原因と

なる疾病等の予防 ・治療が可能なものについては,こ れ らに対する保健 ・医療サービスの適切

な提供を図る」とされています。なお,平成15年 度(2003)か らの前期5年 間の重点施策では,

医学的 リハビリテーションに間接的にかかわるものとして,「福祉用具等の研究開発 とユニバー
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サルデザイン化の促進」,「情報バリアフリー化の推進」があ ります。理学療法士や作業療法士は,

利用者あるいは擁護者の立場から,積 極的な発言を行 うべ きでしょう。

リハビリテーション技術の科学性とは

臨床医学では 「科学的根拠 に基づ く医療(EBM)」 が強調されてい ますが,そ の前提 として,

介入手段 とその帰結 との関係を保証す る理論的根拠があるはずです。呼吸循環器系の運動生理

学と体力(フ ィッ トネス)向 上,神 経筋生理学と筋力強化訓練,動 作分析 と補助具の適用や環

境調整,さ らに社会参加 とバ リアフリー法のような制度改革など,理 学療法や作業療法にも関

係する多 くの介入手段が,障 害者や高齢者の自立 と社会参加の促進に役立っています。しかし,

その多 くは基礎的理論からの推測や経験的事実に基づ くものであり,各 種の技法と帰結 とを結

びつける理論的根拠は明確ではないのです。

リハ ビ リテーシ ョン技術 に対す る問いかけを まとめてお きます(中 村 ・他1991,1992,

1996)。 大切なことは,リ ハビリテーション技術を法則 として確立す ることです。そのさいに

考慮すべ き点は,(1)技 術の科学性を検証することの意味,手 続とは何かを考えること,お よ

び(2)研 究の対象 は人間の行動という複雑なシステムであり,実 験的研究とは別の研究方法を

必要 とすることです。ある技術の臨床的有効性を多 くの療法士が認めたとします。それ は,技

術Xに よる治療が患者の機能回復Yを 伴い,XとYと を適切な変数で表わ したとき,両 者 の

問に一定の関係があるという意味です。 この関係を追試することが可能であって,一 般的に成

り立つことが療法士の間で知 られている場合,XとYと の関係を記述する言説を法則 と呼んで

います。法則は,多 くの例 と領域でテス トされて,そ れに伴 って明確に表現 されるようにな り

ます。テス トとは,観 察と実験による経験的帰納のことです。 しかし,XとYの 関係が認め ら

れたとしても,技 術の科学的基礎づけが得 られたとは言いません。ある法則の科学的基礎づけ

とは,理 論 による法則の説明です。理論 とは,一 組の構成慨念による言説です。能力,学 習な

どの術語がその例です。理諭 は,構 成概念の関係 として記述される仮定であるとも言えます。

理諭的仮定から,諭 理的な演繹操作によって,い くつかの予測が可能にな ります。

科学的理諭は,テ ス ト可能でなければな りません。それには,理 論を構成する概念が操作的

に定義されて,測 定できることが必要です。どのような尺度で機能的制限あるいは能力低下を

測 るのがよいかという問題です。ある技術法則がどのような理論によって説明されているのか,

理論がテス トによってどれだけ支持 され,あ るいは反証 されているのかを検討す ることが,技

術の科学性を確かめるという問題の核心です。私たちは,暗 黙のうちに,科 学的,経 済的ある

いは倫理的などの立場か ら現象 と法則 とを捉え,技 術を評価 しています。 これ らの性格の異な

る評価のうちで,技 術の評価が科学的と言 えるためには,技 術法則の検証の レベルに留まらず,

評価を科学的理論のテス トのレベルへと移すことが必要です。

リハビリテーションが研究対象 とする人間の機能は,無 数の変数の統合によって,は じめて

規定 される複雑なシステムです。現在のところ,私 たちは,機 能的制限あるいは能力低下に影

響する多 くの変数の非決定諭的関係を知 ることができるだけです。そのため,この領域の研究は,

多変量解析を利用することにな ります。

おわりに

リハビリテーションの関心は,患 者や障害者のよ りよい生活への自立を促す ことです。障害

を軽減したい,機 能的制限あるいは能力低下を改善 したい。これはリハビリテーション専門職

に共通する願いです。生活機能改善のための介入方法 に改良を加 えたい。この関心は技術の領

域であ り,経験 と主観的な判断がいつまでもついて回 ります。それに対 して,身体の構造と機能,

疾病や病理を対象 とする研究は,経 験か らは独立 した法則の確立を目標としています。二つの
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知識の レベルを混同することな く,研 究は研究として,自 他の厳 しい吟味を受けながら進むこ

とが大切です。同時に,世 界規模で生 じているヘルスケア領域の改革,臨 床における技術の科

学性を追求することの重要性を認識 して,明 日に向かって進まれることを願 っています。
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